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第３節 高齢者の疾病予防・介護予防対策 

【基本的な考え方】

● 重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される地域包括

ケアシステムの構築が重要です。

● 疾病構造の変化や高齢化の進展に伴い、要介護認定者や認知症患者は増加しており、自宅

や地域で疾病や障がいを抱えつつ生活を送る方が増えていくことが考えられます。 

● その中でも、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）、フレイル（虚弱）、大腿骨頚部骨

折等は、日常生活での運動量を減少させ、さらに病状を悪化させる可能性があります。 

● 健康づくり活動の関連施策と連携を図り、疾病予防・介護予防を中心に、医療・介護が連携

した総合的な取組が必要です。 

【現状と課題】

（１）高齢者の疾病予防

● 高齢期は加齢に伴い、食欲や筋力、認知機能の低下などの変化が顕著になり、また、生活習

慣病や筋骨格系疾患に罹患している人が増えます。疾患に重複して罹患している人も多く、

疾患の管理を行い、重症化を予防することが重要です。 

● 高齢者はフレイルを発症しやすく、生活の質が落ちるだけでなく、様々な合併症を引き起

こす危険性があります。多くの高齢者はフレイルを経て要介護状態へ進むと考えられてお

り、適切な運動や低栄養状態の予防によりフレイルに陥らないようにすることとその進行

を防ぐことが重要です。 

● 高齢者や寝たきりの方では、嚥下・摂食機能などの口腔機能の低下や口腔内の清潔が十分

に保たれていないことから、肺炎の原因となる細菌がより多く繁殖し、誤嚥性肺炎を起こ

す可能性があります。 

● 高齢者は、骨粗しょう症やロコモティブシンドロームになりやすく、転倒による大腿骨頚

部骨折のリスクがあります。 

● 介護予防事業や地区の通いの場やサロン、生きがいづくり、社会活動への参加が健康づく

りにつながっています。地域包括ケアシステムの構築に向けた取組や小さな拠点づくりの

取組と連動し、地域における健康づくり活動や介護予防活動の活性化への支援が必要です。 
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（２）介護予防対策  

● 高齢者の自立支援・介護予防は、介護保険法の理念の一つであり、能力に応じて自立した

日常生活を送れるように支援することや、要介護状態等となることの予防または軽減、も

しくは悪化の防止の取組が重要です。 

● 介護予防は、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけを目指すもの

ではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人ひとり

の生きがいや自己実現のための取組を支援して、QOL の向上を目指すものです。 

● 県は、効果的な介護予防を推進していくために、島根県介護予防評価・支援委員会を開催

し、市町村が行う事業の評価や方策等の検討や研修を行っています。 

● 市町村においては、介護保険制度における地域支援事業により、通いの場の創出、体操教

室の開催、ご当地体操の開発・普及などに取り組まれています。 

● 自立支援・介護予防の視点からのケアマネジメントを進め、リハビリテーション専門職を

はじめ、医師・歯科医師・薬剤師など、多職種連携による地域ケア会議の開催が必要です。 

● 島根県リハビリテーション専門職協議会や病院等と協力して、平成 29(2017)年度に、地域

ケア会議や介護予防活動にリハビリテーション専門職を派遣する仕組みを構築しました。 

● 今後もリハビリテーション専門職派遣の仕組みを継続するとともに、かかりつけ医との連

携の推進や地域ケア会議等に他の専門職が参画しやすい環境を整備していくことが必要で

す。 

● 高齢者にとって食べるという機能は、栄養状態を維持し、身体全体の運動機能に関わりを

持っていることから、島根県歯科医師会をはじめとした関係団体等と連携しながら、介護

予防としての食べる機能の重要性や口腔衛生の必要性などについて、普及啓発が必要です。 

【施策の方向】

（１）高齢者の疾病予防   

① フレイル状態に陥らないようロコモティブシンドロームの予防を含む運動の推進や口腔機

能の維持、低栄養状態の予防等の取組について、関係機関と連携して取り組むとともに、リ

スクの高い高齢者の早期発見と適切な介入・支援ができるよう体制整備を図ります。 

② 基礎疾患の適切な管理を行い、疾病の重症化を予防するため、個々に応じた食生活への指

導や運動指導など生活全般の指導、服薬管理、定期的な受診など包括的な疾病管理ができ

るよう体制整備を図ります。 

③ 市町村や市町村社会福祉協議会の関連施策、公民館活動などで実施される健康づくり事業

等の啓発と活性化を関係団体と連携して行い、健康づくりや介護予防への積極的な参加を

働きかけます。 
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（２）介護予防対策

① 島根県介護予防評価・支援委員会等で、地域包括ケア「見える化システム」31を活用した管

内市町村（保険者）の要介護認定率等の分析等による課題把握及び評価の支援をしていき

ます。 

② 市町村等と連携し、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加

者や通いの場が拡大していくような地域づくりを推進していきます。また、サロンやご当

地体操の実態把握と評価を進めます。 

③ 地域包括ケアシステム構築を推進するため、地域包括支援センター職員等へ研修を実施し

資質向上を図ります。 

④ 研修等を通して、「個別課題の解決」「地域包括支援ネットワークの構築」「地域課題の発見」

「地域づくり、資源開発」「政策の形成」の５つの機能を有する地域ケア会議の開催を推進

します。 

⑤ 国のモデル事業等を通して、市町村が実施する自立支援に資する多職種連携による地域ケ

ア会議開催の支援を行います。 

⑥ 地域ケア会議等へのリハビリテーション専門職派遣の仕組みを継続し、効果的な活動とな

るよう支援します。 

⑦ リハビリテーション専門職以外の医師、歯科医師、薬剤師等の専門職種についても、職能

団体との調整等により地域ケア会議等への参画を促進します。 

⑧ 食べる機能の向上の取組が各地域で進むよう、島根県歯科医師会等の関係団体と連携した

研修等を行います。 

31 厚生労働省が提供する、都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を統合

的に支援するための情報システムのことで、要介護認定率等の各種指標の地域間比較が可能であり、

自治体の課題抽出などに活用しています。 


